
第
二
号
議
案 

大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

山 

田 

雅 

文 
 

 

大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
の
表
の
教
育
改
革
・
企
画
課
の
項
中
「
総
務
班
、
改
革
企
画
班
、
広
報
・
調
整
班
」
を 

「
総
務
・
広
報
班
、
企
画
管
理
班
」
に
、
「
経
理
班
」
を
「
改
革
企
画
・
グ
ロ
ー
バ
ル
推
進
班
」
に
改
め
、

同
表
の
教
育
Ｄ
Ｘ
推
進
課
の
項
中
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
指
導
班
」
の
下
に
「
、
基
盤
整
備
・
シ
ス
テ
ム
開
発
支
援 

班
」
を
加
え
、
同
表
の
教
育
財
務
課
の
項
中
「
企
画
・
予
算
班
」
を
「
管
理
予
算
班
」
に
改
め
、
同
表
の
高

校
教
育
課
の
項
中
「
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
推
進
班
」
を
削
る
。 

第
五
条
中
第
二
十
六
号
を
削
り
、
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
の
次

に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

三 

教
育
庁
及
び
教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。
）
の
組
織
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

教
育
費
の
予
算
に
係
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
五
条
中
第
二
十
九
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
二
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
十
九 

留
学
及
び
国
際
交
流
活
動
に
関
す
る
こ
と
。 

第
五
条
の
二
第
三
号
中
「
デ
ジ
タ
ル
教
材
」
の
下
に
「
（
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
五
条
の
三
第
十
号
中
「
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
（
大
分
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
一
年

大
分
県
規
則
第
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加

え
る
。 

第
六
条
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二

号
を
加
え
る
。 

【第２号議案】
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九 

大
分
県
教
育
委
員
会
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

十 

本
庁
の
課
及
び
所
の
総
務
系
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
係
る
事
項
を
除

く
。
）
。 

第
七
条
第
四
号
中
「
及
び
特
例
給
付
」
を
削
る
。 

第
八
条
第
十
二
号
中
「
教
育
改
革
・
企
画
課
」
を
「
教
育
財
務
課
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
の
表
の
総
務
企
画
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

第
十
八
条
の
表
の
財
務
企
画
監
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
の
表
の
健
康
対
策
・
管
理
監
の
項
を
削
り
、
同
表
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
監
の
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

 
 

提
案
理
由 

教
育
庁
の
主
管
課
と
し
て
機
能
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
育
成
に
係
る
学
校
種
横

断
的
な
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
教
育
改
革
・
企
画
課
の
体
制
を
再
編
す
る
な
ど
、
組
織
の
改
正
等
を
行

い
た
い
の
で
提
案
す
る
。 

教
育
改
革
推
進
監 

教
育
改
革
・
企

画
課 

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
改
革
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る

事
務
を
処
理
す
る
。 

高
校
教
育
推
進
監 

高
校
教
育
課 

上
司
の
命
を
受
け
、
高
校
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を

処
理
す
る
。 

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康

推
進
監 

体
育
保
健
課 

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
体
育
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
並

び
に
幼
児
・
児
童
・
生
徒
の
健
康
対
策
に
関
す
る
事
務
を

処
理
す
る
。 

【第２号議案】
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大分県教育委員会行政組織規則の一部改正について 

 

１ 改正を行う規則 

 大分県教育委員会行政組織規則（昭和39年大分県教育委員会規則第６号） 

 

２ 改正理由 

  教育庁の主管課として機能強化を図るとともに、グローバル人材の育成に係る学校種横断的な

取組を推進するため、教育改革・企画課の体制を再編するなど、令和８年度の組織改正に必要な

規則改正を行うもの 

 

３ 主な改正内容 

⑴  「教育改革・企画課」内の「総務班」、「改革企画班」及び「広報・調整班」を「総務・

広報班」、「企画管理班」及び「改革企画・グローバル推進班」に再編し、「経理班」を廃

止する。（第４条及び第５条関係） 

⑵ 「教育改革・企画課」に「教育改革推進監」を新設する。（第１８条関係） 

  ⑶ 「教育ＤＸ推進課」内に「基盤整備・システム開発支援班」を新設する。（第４条及び第

５条の２関係） 

⑷ 「教育財務課」内の「企画・予算班」を「管理予算班」に改める。（第４条及び第６条関

係） 

⑸ 「教育財務課」の「財務企画監」を廃止する。（第１８条関係） 

  ⑹ 「高校教育課」に「高校教育推進監」を新設する。（第１８条関係） 

  ⑺ 「体育保健課」の「健康対策・管理監」を廃止し、「体育・スポーツ振興監」を「スポー

ツ・健康推進監」に改める。（第１８条関係） 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日 

【第２号議案】
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○ 

大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
新
旧
対
照
表 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 
 

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 

 
 
 

行 

第
一
条
～
第
三
条 

（
略
） 

第
一
条
～
第
三
条 

（
略
） 

（
課
、
所
又
は
班
の
設
置
及
び
名
称
） 

（
課
、
所
又
は
班
の
設
置
及
び
名
称
） 

第
四
条 

教
育
庁
の
本
庁
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
を
置
き
、
そ
れ

ぞ
れ
の
課
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
班
を
置
く
。 

第
四
条 

教
育
庁
の
本
庁
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
を
置
き
、
そ
れ

ぞ
れ
の
課
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
班
を
置
く
。 

課
名 
班

の

名

称 

教
育
改
革
・
企

画
課 

総
務
・
広
報
班
、
企
画
管
理
班 

 
 

 

、
法
務 

班
、
改
革
企
画
・
グ
ロ
ー
バ
ル
推
進
班 

教
育
Ｄ
Ⅹ
推
進

課 

企
画
・
管
理
班
、
Ⅰ
Ｃ
Ｔ
教
育
指
導
班
、
基
盤
整
備 

・
シ
ス
テ
ム
開
発
支
援
班 

（
略
） 

（
略
） 

教
育
財
務
課 

管
理
予
算
班 

、
財
務
支
援
班
、
就
学
支
援
班
、
施

設
管
理
班 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

高
校
教
育
課 

管
理
予
算
班
、
高
校
教
育
指
導
班
、
産
業
教
育
指
導

班
、
高
校
改
革
推
進
班 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
  

 
 

（
略
） 

（
略
） 

 

課
名 

班

の

名

称 

教
育
改
革
・
企

画
課 

総
務
班
、
改
革
企
画
班
、
広
報
・
調
整
班
、
法
務 

班
、
経
理
班 

 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
  

教
育
Ｄ
Ⅹ
推
進

課 

企
画
・
管
理
班
、
Ⅰ
Ｃ
Ｔ
教
育
指
導
班 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

教
育
財
務
課 

企
画
・
予
算
班
、
財
務
支
援
班
、
就
学
支
援
班
、
施

設
管
理
班 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

高
校
教
育
課 

管
理
予
算
班
、
高
校
教
育
指
導
班
、
産
業
教
育
指
導

班
、
高
校
改
革
推
進
班
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
推

進
班 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
教
育
改
革
・
企
画
課
の
分
掌
事
務
） 

（
教
育
改
革
・
企
画
課
の
分
掌
事
務
） 

第
五
条 

教
育
改
革
・
企
画
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

第
五
条 

教
育
改
革
・
企
画
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

【第２号議案】
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一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

教
育
庁
及
び
教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。
）
の
組
織
に
関
す
る
こ 

と
。 

（
新
設
） 

四 
教
育
費
の
予
算
に
係
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。 

（
新
設
） 

五
・
六 
（
略
） 

三
・
四 

（
略
） 

（
削
る
） 

五 

教
育
庁
及
び
教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。
）
の
組
織
に
関
す
る
こ 

と
。 

七
～
二
十
六 

（
略
） 

六
～
二
十
五 

（
略
） 

（
削
る
） 

二
十
六 

本
庁
の
課
及
び
所
の
総
務
系
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
事
務

セ
ン
タ
ー
（
大
分
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
規
則
第

十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
所
掌
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）
。 

二
十
七
・
二
十
八 

（
略
） 

二
十
七
・
二
十
八 

（
略
） 

二
十
九 

留
学
及
び
国
際
交
流
活
動
に
関
す
る
こ
と
。 

（
新
設
） 

三
十 

（
略
） 

二
十
九 

（
略
） 

（
教
育
Ｄ
Ｘ
推
進
課
の
分
掌
事
務
） 

（
教
育
Ｄ
Ｘ
推
進
課
の
分
掌
事
務
） 

第
五
条
の
二 

教
育
Ｄ
Ｘ
推
進
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど 

る
。 

第
五
条
の
二 

教
育
Ｄ
Ｘ
推
進
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど 

る
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

先
端
技
術
、
デ
ジ
タ
ル
教
材
（
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
除
く
。
）
等
の

普
及
・
活
用
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

先
端
技
術
、
デ
ジ
タ
ル
教
材 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

等
の

普
及
・
活
用
に
関
す
る
こ
と
。 

四
～
六 

（
略
） 

四
～
六 

（
略
） 

（
教
育
人
事
課
の
分
掌
事
務
） 

（
教
育
人
事
課
の
分
掌
事
務
） 

第
五
条
の
三 

教
育
人
事
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

第
五
条
の
三 
教
育
人
事
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
九 

（
略
） 

 

一
～
九 

（
略
） 

十 

教
育
庁
及
び
教
育
機
関
の
職
員
並
び
に
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教

 

十 

教
育
庁
及
び
教
育
機
関
の
職
員
並
び
に
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教

【第２号議案】
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職
員
の
給
与
、
退
職
手
当
等
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー 

（
大
分
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
規
則
第
十
号
）
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同 

じ
。
）
の
所
掌
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）
。 

職
員
の
給
与
、
退
職
手
当
等
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

の
所
掌
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）
。 

十
一
～
十
六 

（
略
） 

 

十
一
～
十
六 

（
略
） 

（
教
育
財
務
課
の
分
掌
事
務
） 

（
教
育
財
務
課
の
分
掌
事
務
） 

第
六
条 

教
育
財
務
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

第
六
条 

教
育
財
務
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
七 

（
略
） 

一
～
七 

（
略
） 

（
削
る
） 

八 

教
育
費
の
予
算
に
係
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

（
略
） 

九 

（
略
） 

九 

大
分
県
教
育
委
員
会
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
推
進
に
関
す
る 

こ
と
。 

（
新
設
） 

十 

本
庁
の
課
及
び
所
の
総
務
系
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
事
務
セ
ン

タ
ー
の
所
掌
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）
。 

（
新
設
） 

十
一 

（
略
） 

十 

（
略
） 

（
福
利
課
の
分
掌
事
務
） 

（
福
利
課
の
分
掌
事
務
） 

第
七
条 

福
利
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

第
七
条 

福
利
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
に
係
る
児
童
手
当 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

に
関
す
る
こ
と
。 

四 

市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
に
係
る
児
童
手
当
及
び
特
例
給
付

に
関
す
る
こ
と
。 

五
～
十 

（
略
） 
五
～
十 

（
略
） 

第
七
条
の
二 

（
略
） 

第
七
条
の
二 

（
略
） 

（
義
務
教
育
課
の
分
掌
事
務
） 

（
義
務
教
育
課
の
分
掌
事
務
） 

第
八
条 

義
務
教
育
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

第
八
条 

義
務
教
育
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
十
一 

（
略
） 

一
～
十
一 

（
略
） 

 

十
二 

幼
児
教
育
セ
ン
タ
ー
の
庶
務
（
教
育
財
務
課 

 
 

の
所
掌
に
属

十
二 

幼
児
教
育
セ
ン
タ
ー
の
庶
務
（
教
育
改
革
・
企
画
課
の
所
掌
に
属
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す
る
総
務
系
事
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

す
る
総
務
系
事
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 
十
三 

（
略
） 

 

十
三 

（
略
） 

第
八
条
の
二
～
第
十
七
条
の
四 

（
略
） 

第
八
条
の
二
～
第
十
七
条
の
四 

（
略
） 

（
課
長
等
） 

（
課
長
等
） 

第
十
八
条 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
、
そ
れ
ぞ
れ
中
欄
に
掲
げ
る
本

庁
の
課
、
所
又
は
班
に
置
き
、
そ
の
職
務
は
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。 

第
十
八
条 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
、
そ
れ
ぞ
れ
中
欄
に
掲
げ
る
本

庁
の
課
、
所
又
は
班
に
置
き
、
そ
の
職
務
は
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。 

職 
 

名 

課
、
所
又
は

班
名 

職 
 

 
 

 
 
 

務 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

総
務
企
画
監 

（
略
） 

（
略
） 

教
育
改
革
推
進

監 

教
育
改
革
・

企
画
課 

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
改
革
の
施

策
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す

る
。 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

高
校
教
育
推
進

監 

高
校
教
育
課 

上
司
の
命
を
受
け
、
高
校
教
育
の
推

進
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。 

 

（
削
る
） 

   

（
削
る
） 

（
削
る
） 

ス
ポ
ー
ツ
・
健

康
推
進
監 

体
育
保
健
課 

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
体
育
及
び

ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
並
び
に
幼
児
・
児

童
・
生
徒
の
健
康
対
策
に
関
す
る
事

職 
 

名 

課
、
所
又
は

班
名 

職 
 

 
 

 
 
 

務 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

総
務
企
画
監 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

財
務
企
画
監 

教
育
財
務
課 

上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
委
員
会
の

財
務
に
関
す
る
事
務
の
企
画
及
び
調

整
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。 

健
康
対
策
・
管

理
監 

体
育
保
健
課 

上
司
の
命
を
受
け
、
幼
児
・
児
童
・

生
徒
の
健
康
対
策
及
び
県
立
ス
ポ
ー

ツ
施
設
の
管
理
運
営
に
関
す
る
事
務

を
処
理
す
る
。 

体
育
・
ス
ポ
ー

ツ
振
興
監 

体
育
保
健
課 

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
体
育
及
び

ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
関
す
る
事
務
を

処
理
す
る
。 

【第２号議案】

7-13-



務
を
処
理
す
る
。 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

第
十
九
条
～
第
三
十
三
条 

（
略
） 

第
十
九
条
～
第
三
十
三
条 

（
略
） 
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